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条 例
奈良市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公
布する。
平成30年３月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第１号

奈良市議会委員会条例の一部を改正する条例
奈良市議会委員会条例（昭和49年奈良市条例第52号）の
一部を次のように改正する。
第２条第２項第１号中「選挙管理委員会事務局」を「選
挙管理委員会」に、「公平委員会事務局」を「公平委員会」
に、「監査委員事務局」を「監査委員」に改め、「事項」の
次に「並びに他の常任委員会の所管に属しない事項」を加
え、同項第２号中「農業委員会事務局」を「農業委員会」
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に改める。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。
（平成30年３月９日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例をここ
に公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第２号

奈良市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例
奈良市社会福祉審議会条例（平成13年奈良市条例第41号
）の一部を次のように改正する。
第３条中「児童福祉」の次に「及び精神障害者福祉」を
加える。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関する条
例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第３号

奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関す
る条例

奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関する条
例（平成26年奈良市条例第56号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第115条の46第５項の規定に基づき、
地域包括支援センターの人員等の基準について定めるも
のとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下
「省令」という。）において使用する用語の例による。
（地域包括支援センターの人員等の基準）
第３条 法第115条の46第５項に規定する地域包括支援セ
ンターの人員等の基準は、次条に定めるもののほか、省
令第140条の66に定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 地域包括支援センターは、その運営に当たっては、
奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第
２条第１号に規定する暴力団を利することとならないよ
うにしなければならない。
（委任）
第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。
（省令の規定の引用に関する経過措置）
２ 第３条の規定の適用に関する経過措置は、省令の附則
及び省令を改正する省令の附則に規定する経過措置の例
による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市営住宅条例等の一部を改正する条例をここに公布
する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第４号

奈良市営住宅条例等の一部を改正する条例
（奈良市営住宅条例の一部改正）
第１条 奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号）
の一部を次のように改正する。
第17条第３項中「による」の次に「報告の」を加え、
同条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４
項の次に次の１項を加える。
５ 法第16条第４項に規定する入居者が次条第１項の規
定による収入の申告をすること及び第33条第１項の規
定による報告の請求に応じることが困難な事情にある
と認めるときは、第３項の規定にかかわらず、当該入
居者の毎月の家賃は、毎年度、規則で定める方法によ
り把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住
宅の家賃以下で、令第２条で定めるところにより算出
した額とする。
第18条第２項中「申告」の次に「又は前条第５項の規
定による収入の把握」を加える。
第20条の２第２項中「、第３項及び第４項」を「及び
第３項から第５項まで」に改める。
第28条第２項中「及び第４項」を「から第５項まで」
に、「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項と
し、同条第１項の次に次の１項を加える。
２ 法第16条第４項に規定する入居者の収入の額が、第
26条第１項に該当する場合において第18条第１項の規
定による収入の申告をすること及び第33条第１項の規
定による報告の請求に応じることが困難な事情にある
と認めるときは、第17条第３項及び前項の規定にかか
わらず、当該入居者の毎月の家賃は、毎年度、第17条
第５項の規則で定める方法により把握した当該入居者
の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第
８条第３項において準用する同条第２項に規定する方
法により算出した額とする。
第30条第１項中「第28条第１項」を「第５項並びに第
28条第１項及び第２項」に改め、同条第３項中「及び第
４項」を「から第５項まで」に、「同条第５項」を「同
条第６項」に改める。
第33条第１項中「、第28条第１項」を「若しくは第５
項、第28条第１項若しくは第２項」に、「第17条第６項
（第28条第２項」を「第17条第７項（第28条第３項」に

― 2 ―

平成30年５月31日
（木 曜 日）号外第２号 奈 良 市 公 報



改める。
第34条第４項中「第17条第５項」を「第17条第６項」

に改める。
第36条及び第37条中「、第28条第１項」を「若しくは

第５項、第28条第１項若しくは第２項」に、「第11条」
を「第12条」に改める。
第38条第５項中「第17条第５項」を「第17条第６項」

に改める。
第38条の４の５第４項中「第５項」を「第６項」に改

める。
第38条の４の９第４項中「第17条第５項」を「第17条

第６項」に改める。
第43条中「第５項」を「第６項」に改める。
第47条中「及び第４項」を「から第５項まで」に、「、
第28条第１項」を「若しくは第５項、第28条第１項若し
くは第２項」に、「第17条第６項（第28条第２項」を
「第17条第７項（第28条第３項」に改める。
（奈良市改良住宅条例の一部改正）
第２条 奈良市改良住宅条例（昭和47年奈良市条例第46号
）の一部を次のように改正する。
第５条第２項中「額とする」と」の次に「、市営住宅

条例第17条第５項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるの
は「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定限度額を超え
る場合にあつては法定限度額）」と」を、「第28条第１項
」の次に「及び第２項」を、「第８条第２項」の次に「
（同条第３項において準用する場合を含む。）」を加える。
第５条の２第２項中「第３項」の次に「及び第５項」

を加える。
（奈良市コミュニティ住宅条例の一部改正）
第３条 奈良市コミュニティ住宅条例（平成４年奈良市条
例第15号）の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「額とする」と」の次に「、市営住宅

条例第17条第５項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるの
は「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定限度額を超え
る場合にあつては法定限度額）」と」を、「第28条第１項
」の次に「及び第２項」を、「第８条第２項」の次に「
（同条第３項において準用する場合を含む。）」を加える。
附 則

（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
（奈良市改良住宅条例の一部を改正する条例の一部改
正）
２ 奈良市改良住宅条例の一部を改正する条例（平成27年
奈良市条例第25号）の一部を次のように改正する。
附則第４項中「若しくは第６項」を「、第５項若しく

は第７項」に、「第17条第６項」を「第17条第７項」に
改める。
（奈良市コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例の
一部改正）
３ 奈良市コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例（
平成27年奈良市条例第26号）の一部を次のように改正す

る。
附則第４項中「又は第６項」を「、第５項又は第７項
」に改める。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第５号

奈良市都市公園条例の一部を改正する条例
奈良市都市公園条例（昭和46年奈良市条例第14号）の一
部を次のように改正する。
第２条の３第２項中「昭和31年政令第290号」の次に「。
以下「令」という。」を加え、第１章の２中同条の次に次
の１条を加える。
（公園施設に関する制限）
第２条の４ 令第８条第１項の条例で定める割合は、100
分の50とする。
第20条中「第５条の３」を「第５条の11」に改める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の
額並びにその支給に関する条例等の一部を改正する条例を
ここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第６号

奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手
当の額並びにその支給に関する条例等の一部を改正
する条例

（奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当
の額並びにその支給に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当の額並びにその支給に関する条例（平成20年奈良市
条例第36号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項中「100分の170」を「100分の175」に改
める。
第２条 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当の額並びにその支給に関する条例の一部を次のよう
に改正する。
第５条第２項中「100分の155」を「100分の157.5」に、
「100分の175」を「100分の172.5」に改める。
（奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正）
第３条 奈良市特別職の職員の給与に関する条例（昭和27
年奈良市条例第29号）の一部を次のように改正する。
第６条中「100分の170」を「100分の175」に改める。

第４条 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を
次のように改正する。
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第６条中「100分の155」を「100分の157.5」に、「100
分の175」を「100分の172.5」に改める。
第７条第２項を削り、同条第３項中「基本額」を「額

」に改め、同項第１号中「100分の60」を「100分の50」
に改め、同項第２号中「100分の40」を「100分の34」に
改め、同項を同条第２項とし、同条中第４項を第３項と
し、第５項を削る。
附則第14項を削る。

（教育長の給与に関する条例の一部改正）
第５条 教育長の給与に関する条例（昭和45年奈良市条例
第８号）の一部を次のように改正する。
第５条中「100分の170」を「100分の175」に改める。

第６条 教育長の給与に関する条例の一部を次のように改
正する。
第５条中「100分の155」を「100分の157.5」に、「100

分の175」を「100分の172.5」に改める。
第６条第２項を削り、同条第３項中「基本額」を「額

」に、「100分の28」を「100分の24」に改め、同項を同
条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、第５項を削
る。
附則第７項を削る。

（奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部改正
）
第７条 奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例（平成
４年奈良市条例第２号）の一部を次のように改正する。
第６条中「100分の170」を「100分の175」に改める。

第８条 奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部
を次のように改正する。
第６条中「100分の155」を「100分の157.5」に、「100
分の175」を「100分の172.5」に改める。
第７条第２項を削り、同条第３項中「基本額」を「額

」に、「100分の25」を「100分の21」に改め、同項を同
条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、第５項を削
る。
附則第６項を削る。

（奈良市公営企業管理者の給与に関する条例の一部改正
）
第９条 奈良市公営企業管理者の給与に関する条例（昭和
41年奈良市条例第29号）の一部を次のように改正する。
第５条中「100分の170」を「100分の175」に改める。

第10条 奈良市公営企業管理者の給与に関する条例の一部
を次のように改正する。
第５条中「100分の155」を「100分の157.5」に、「100
分の175」を「100分の172.5」に改める。
第６条第２項を削り、同条第３項中「基本額」を「額

」に、「100分の28」を「100分の24」に改め、同項を同
条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、第５項を削
る。
附則第７項を削る。
附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、
第４条、第６条、第８条、第10条及び附則第３項の規定
は、平成30年４月１日から施行する。
２ 第１条の規定による改正後の奈良市議会の議員の議員
報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関す
る条例の規定（以下「改正後の議員条例の規定」とい
う。）、第３条の規定による改正後の奈良市特別職の職員
の給与に関する条例の規定（以下「改正後の特別職条例
の規定」という。）、第５条の規定による改正後の教育長
の給与に関する条例の規定（以下「改正後の教育長条例
の規定」という。）、第７条の規定による改正後の奈良市
常勤の監査委員の給与に関する条例の規定（以下「改正
後の監査委員条例の規定」という。）及び第９条の規定
による改正後の奈良市公営企業管理者の給与に関する条
例の規定（以下「改正後の公営企業管理者条例の規定」
という。）は、平成29年４月１日から適用する。
（奈良市副市長の退職手当の特例に関する条例等の廃止
）
３ 次に掲げる条例は、廃止する。
⑴ 奈良市副市長の退職手当の特例に関する条例（平成
26年奈良市条例第46号）
⑵ 奈良市教育長の退職手当の特例に関する条例（平成
25年奈良市条例第９号）
⑶ 奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職
手当の特例に関する条例（平成24年奈良市条例第38号
）
（給与の内払）
４ 改正後の議員条例の規定、改正後の特別職条例の規定、
改正後の教育長条例の規定、改正後の監査委員条例の規
定又は改正後の公営企業管理者条例の規定を適用する場
合においては、第１条の規定による改正前の奈良市議会
の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ
の支給に関する条例の規定、第３条の規定による改正前
の奈良市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第５
条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例の規
定、第７条の規定による改正前の奈良市常勤の監査委員
の給与に関する条例の規定又は第９条の規定による改正
前の奈良市公営企業管理者の給与に関する条例の規定に
基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員条例
の規定、改正後の特別職条例の規定、改正後の教育長条
例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の公
営企業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般
職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部
を改正する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第７号

奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市
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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する
条例の一部を改正する条例

（奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32
年奈良市条例第21号）の一部を次のように改正する。
第25条第２項第１号中「100分の85」を「、６月に支

給する場合には100分の85、12月に支給する場合には100
分の95」に改め、同項第２号中「100分の40」を「、６

月に支給する場合には100分の40、12月に支給する場合
には100分の45」に改める。
附則第21項中「100分の1.275」を「、６月に支給する
場合には100分の1.275、12月に支給する場合には100分
の1.425」に、「100分の85」を「、６月に支給するとき
は100分の85、12月に支給するときは100分の95」に改め
る。
別表第１を次のように改める。
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第２条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を
次のように改正する。
第24条第１項中「第24条の３に」を「第24条の３第１

項に」に改め、同条第２項中「においては」を「には」
に改める。
第25条第２項第１号中「、６月に支給する場合には
100分の85、12月に支給する場合には100分の95」を「
100分の90」に改め、同項第２号中「、６月に支給する
場合には100分の40、12月に支給する場合には100分の45
」を「100分の42.5」に改める。
（奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関
する条例の一部改正）
第３条 奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例（平成24年奈良市条例第９号）の一部を次
のように改正する。
第５条第１項の表中「372,000」を「373,000」に、

「420,000」を「421,000」に改める。
第６条第２項中「、６月に支給する場合においては」

を削り、「、12月に支給する場合においては」を「」と
あるのは「100分の162.5」と、「」に、「100分の162.5」
を「100分の167.5」に改める。
第４条 奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「第24条第２項中「」の次に「、６月

に支給する場合には」を加え、「」とあるのは「100分の
162.5」と、「」を「、12月に支給する場合には」に、「
100分の167.5」を「100分の165」に改める。

附 則
（施行期日等）
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条
及び第４条の規定は、平成30年４月１日から施行する。
２ 第１条の規定による改正後の奈良市一般職の職員の給
与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）
の規定及び第３条の規定による改正後の奈良市一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下「
改正後の任期付職員条例」という。）の規定は、平成29
年４月１日から適用する。
（給与の内払）
３ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定
を適用する場合には、第１条の規定による改正前の奈良
市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支
給された給与（奈良市一般職の職員の給与に関する条例
等の一部を改正する条例（平成26年奈良市条例第68号。
以下この項において「平成26年改正条例」という。）附
則第７項から第９項までの規定又は奈良市一般職の職員
の給与に関する条例及び奈良市一般職の任期付職員の採
用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（
平成29年奈良市条例第21号。以下この項において「平成
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29年改正条例」という。）附則第９項、第11項若しくは
第12項の規定に基づいて支給された給料を含む。）又は
第３条の規定による改正前の奈良市一般職の任期付職員
の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支
給された給与（平成26年改正条例附則第７項から第９項
までの規定又は平成29年改正条例附則第９項、第11項若
しくは第12項の規定に基づいて支給された給料を含む。）
は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与（平成
26年改正条例附則第７項から第９項までの規定又は平成
29年改正条例附則第９項、第11項若しくは第12項の規定
による給料を含む。）又は改正後の任期付職員条例の規
定による給与（平成26年改正条例附則第７項から第９項
までの規定又は平成29年改正条例附則第９項、第11項若
しくは第12項の規定による給料を含む。）の内払とみな
す。
（委任）
４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要
な事項は、市長が定める。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第８号

奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例
奈良市附属機関設置条例（平成27年奈良市条例第１号）
の一部を次のように改正する。
別表市長の部奈良市法令審査会の項を削り、同部に次の
ように加える。

附 則
この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、
別表市長の部奈良市法令審査会の項を削る改正規定は、公
布の日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第９号

奈良市手数料条例の一部を改正する条例
奈良市手数料条例（平成12年奈良市条例第４号）の一部
を次のように改正する。
別表第52項中「又は第13項ただし書」を「、第13項ただ
し書又は第14項ただし書」に改め、同表第79項中「530,

000円」を「570,000円」に、「830,000円」を「880,000円」
に、「1,010,000円」を「1,070,000円」に、「1,120,000円」
を「1,200,000円」に、「1,420,000円」を「1,520,000円」
に、「1,660,000円」を「1,780,000円」に、「3,880,000円」
を「4,070,000円」に、「5,100,000円」を「5,340,000円」
に、「6,290,000円」を「6,490,000円」に、「1,130,000円」
を「1,180,000円」に、「1,340,000円」を「1,410,000円」
に、「1,500,000円」を「1,580,000円」に、「1,830,000円」
を「1,940,000円」に、「2,140,000円」を「2,260,000円」
に、「4,350,000円」を「4,550,000円」に、「5,570,000円」
を「5,820,000円」に、「6,770,000円」を「7,070,000円」
に、「5,750,000円」を「5,930,000円」に、「7,250,000円」
を「7,470,000円」に、「10,700,000円」を「10,900,000
円」に改め、同表第91項中「410,000円」を「420,000円」
に、「540, 000 円」を「560, 000 円」に、「700, 000 円」を
「730,000円」に、「920,000円」を「960,000円」に、「1,
040,000円」を「1,090,000円」に、「1,600,000円」を「1,
660,000円」に、「1,820,000円」を「1,900,000円」に、「2,
030,000円」を「2,120,000円」に、「490,000円」を「530,
000円」に、「630, 000円」を「680, 000円」に、「990, 000
円」を「1,030,000円」に、「1,310,000円」を「1,410,000
円」に、「1,720,000円」を「1,780,000円」に、「3,320,
000円」を「3,430,000円」に、「4,060,000円」を「4,190,
000円」に、「4,650,000円」を「4,800,000円」に、「9,100,
000円」を「9,320,000円」に、「12,400,000円」を「12,
600,000円」に、「17,000,000円」を「17,300,000円」に改
め、同表第93項中「特定屋外タンク貯蔵所を」を「屋外タ
ンク貯蔵所を」に、「310,000円」を「320,000円」に、「
430, 000円」を「460, 000円」に、「720, 000円」を「750,
000円」に、「960,000円」を「1,020,000円」に、「1,210,
000円」を「1,300,000円」に、「2,950,000円」を「3,150,
000円」に、「3,620,000円」を「3,870,000円」に、「4,170,
000円」を「4,460,000円」に、「2,660,000円」を「2,690,
000円」に、「3,190,000円」を「3,230,000円」に、「4,790,
000円」を「4,830,000円」に改め、同表第147項中「75,
000円」を「67,000円」に改め、同表中第161項を第164項
とし、第160項の次に次のように加える。
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奈良市一般コミュ
ニティ助成事業選
考審査委員会

一般財団法人自治総合センターが実
施する一般コミュニティ助成事業に
関する助成申請事業の審査に関する
事務

161 介護医療院
開設許可手
数料

介護保険法第107条第１
項の規定に基づく介護
医療院の開設の許可の
申請に対する審査

１件につき
63,000円

162 介護医療院
変更許可手
数料

介護保険法第107条第２
項の規定に基づく介護
医療院の変更の許可（
構造設備の変更を伴う
ものに限る。）の申請に
対する審査

１件につき
33,000円

163 介護医療院
開設許可更
新手数料

介護保険法第108条第１
項の規定に基づく介護
医療院の許可の更新の
申請に対する審査

１件につき
24,000円



附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例による改正後の奈良市手数料条例別表第79項、
第91項及び第93項の規定は、この条例の施行の日以後の
申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る
手数料については、なお従前の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
の基準等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第10号

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
の基準等に関する条例（平成25年奈良市条例第21号）の全
部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第42条第１項第２号、第70条第２
項第１号並びに第74条第１項及び第２項の規定に基づき、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準
等について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サー
ビス等基準」という。）において使用する用語の例によ
る。
（指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基
準）
第３条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
の基準は、次条から第15条までに定めるもののほか、指
定居宅サービス等基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定居宅サービス事業者及び基準該当居宅サービ
スの事業を行う者（以下「指定居宅サービス事業者等」
という。）は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排
除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条第１号に規
定する暴力団を利することとならないようにしなければ
ならない。
（申請者の要件）
第５条 法第70条第２項第１号の条例で定める者は、法人
とする。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行わ
れる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行
われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビ
リテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申
請にあっては、この限りでない。

（居室等の安全性の確保の特例）
第６条 指定居宅サービス事業者等（指定短期入所生活介
護若しくは基準該当短期入所生活介護、指定短期入所療
養介護又は指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者
に限る。）がその事業を行う事業所の構造設備は、日照、
採光、換気等の利用者の保健衛生及び防災その他の利用
者の安全について十分考慮されたものでなければならな
い。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第７条 指定居宅サービス事業者等（指定短期入所生活介
護若しくは基準該当短期入所生活介護、指定短期入所療
養介護又は指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者
に限る。）は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に
掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。
⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に利用者本人及
びその家族に対し、前号の規定に基づき検討した内容
について説明を行うこと。
⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
利用者の心身の状況を記録すること。
⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。
⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第８条 指定居宅サービス事業者等は、利用者の人権の擁
護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要
な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修
の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければなら
ない。
（歯と口腔の健康づくり）
第９条 指定居宅サービス事業者等は、奈良市歯と口腔の
健康づくり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２
条の基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に
関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利用者
の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第10条 指定居宅サービス事業者等（指定短期入所生活介
護若しくは基準該当短期入所生活介護又は指定短期入所
療養介護の事業を行う者に限る。）は、食事の提供に当
たっては、旬の食材や郷土食を取り入れる等、利用者の
食べる意欲の維持及び向上を考慮した献立の工夫に努め
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なければならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第11条 指定居宅サービス事業者等は、従業者に対し、そ
の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなけ
ればならない。
（非常災害対策の特例）
第12条 指定居宅サービス事業者等（指定通所介護若しく
は基準該当通所介護、指定通所リハビリテーション、指
定短期入所生活介護若しくは基準該当短期入所生活介護、
指定短期入所療養介護又は指定特定施設入居者生活介護
の事業を行う者に限る。）は、非常災害に備えるために
定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練
の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連
携に努めなければならない。
２ 指定居宅サービス事業者等（指定短期入所生活介護若
しくは基準該当短期入所生活介護、指定短期入所療養介
護又は指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限
る。）は、非常災害時に必要な非常食、飲用水、日用品
等の備蓄に努めなければならない。
（地域との連携）
第13条 指定居宅サービス事業者等は、その事業の運営に
当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携
及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな
い。
（記録の整備の特例）
第14条 指定居宅サービス事業者等は、指定居宅サービス
等基準第39条第２項各号（指定居宅サービス等基準第39
条の３及び第43条において準用する場合を含む。）、第５
３条の２第２項各号（指定居宅サービス等基準第58条に
おいて準用する場合を含む。）、第73条の２第２項各号、
第82条の２第２項各号、第90条の２第２項各号、第104
条の３第２項各号（指定居宅サービス等基準第105条の
３及び第109条において準用する場合を含む。）、第118条
の２第２項各号、第139条の２第２項各号（指定居宅サ
ービス等基準第140条の13、第140条の15及び第140条の
32において準用する場合を含む。）、第154条の２第２項
各号（指定居宅サービス等基準第155条の12において準
用する場合を含む。）、第191条の３第２項各号、第192条
の11第２項各号、第204条の２第２項各号（指定居宅サ
ービス等基準第206条において準用する場合を含む。）又
は第215条第２項各号に掲げる記録を整備し、当該サー
ビスを提供した日から５年間保存しなければならない。
（報告）
第15条 指定居宅サービス事業者等は、サービスの向上に
関する施策の推進を図るため市長が別に定めるところに
よりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等に
ついて報告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定居宅サービス等基準の規定の引用に関する経過措
置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定居
宅サービス等基準の附則及び指定居宅サービス等基準を
改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第14条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定居宅サービス等
に係る記録について適用し、施行日前に提供された指定
居宅サービス等に係る記録の整備については、なお従前
の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び
運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法の基準等に関する条例をここに公布
する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第11号

奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備
及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する
条例

奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び
運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成25年奈
良市条例第22号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第54条第１項第２号、第115条の２
第２項第１号並びに第115条の４第１項及び第２項の規
定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設
備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法の基準等について定める
ものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並
びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令
第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）
において使用する用語の例による。
（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営
並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法の基準等）
第３条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び
運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法の基準等は、次条から第15条ま
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でに定めるもののほか、指定介護予防サービス等基準の
定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定介護予防サービス事業者及び基準該当介護予
防サービスの事業を行う者（以下「指定介護予防サービ
ス事業者等」という。）は、その運営に当たっては、奈
良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２
条第１号に規定する暴力団を利することとならないよう
にしなければならない。
（申請者の要件）
第５条 法第115条の２第２項第１号の条例で定める者は、
法人とする。ただし、病院、診療所若しくは薬局により
行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診
療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リ
ハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若
しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に
あっては、この限りでない。
（居室等の安全性の確保の特例）
第６条 指定介護予防サービス事業者等（指定介護予防短
期入所生活介護若しくは基準該当介護予防短期入所生活
介護、指定介護予防短期入所療養介護又は指定介護予防
特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。）がそ
の事業を行う事業所の構造設備は、日照、採光、換気等
の利用者の保健衛生及び防災その他の利用者の安全につ
いて十分考慮されたものでなければならない。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第７条 指定介護予防サービス事業者等（指定介護予防短
期入所生活介護若しくは基準該当介護予防短期入所生活
介護、指定介護予防短期入所療養介護又は指定介護予防
特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。）は、
身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講
じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。

⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に利用者本人及
びその家族に対し、前号の規定に基づき検討した内容
について説明を行うこと。

⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
利用者の心身の状況を記録すること。

⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。

⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。

（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第８条 指定介護予防サービス事業者等は、利用者の人権
の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他
必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する
研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければ
ならない。
（歯と口腔の健康づくり）
第９条 指定介護予防サービス事業者等は、奈良市歯と口
腔の健康づくり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）
第２条の基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推
進に関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利
用者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第10条 指定介護予防サービス事業者等（指定介護予防短
期入所生活介護若しくは基準該当介護予防短期入所生活
介護又は指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者
に限る。）は、食事の提供に当たっては、旬の食材や郷
土食を取り入れる等、利用者の食べる意欲の維持及び向
上を考慮した献立の工夫に努めなければならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第11条 指定介護予防サービス事業者等は、従業者に対し、
その能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めな
ければならない。
（非常災害対策の特例）
第12条 指定介護予防サービス事業者等（指定介護予防通
所リハビリテーション、指定介護予防短期入所生活介護
若しくは基準該当介護予防短期入所生活介護、指定介護
予防短期入所療養介護又は指定介護予防特定施設入居者
生活介護の事業を行う者に限る。）は、非常災害に備え
るために定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必
要な訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られ
るよう連携に努めなければならない。
２ 指定介護予防サービス事業者等（指定介護予防短期入
所生活介護若しくは基準該当介護予防短期入所生活介護、
指定介護予防短期入所療養介護又は指定介護予防特定施
設入居者生活介護の事業を行う者に限る。）は、非常災
害時に必要な非常食、飲用水、日用品等の備蓄に努めな
ければならない。
（地域との連携）
第13条 指定介護予防サービス事業者等は、その事業の運
営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との
連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな
らない。
（記録の整備の特例）
第14条 指定介護予防サービス事業者等は、指定介護予防
サービス等基準第54条第２項各号（指定介護予防サービ
ス等基準第61条において準用する場合を含む。）、第73条
第２項各号、第83条第２項各号、第92条第２項各号、第
122条第２項各号、第141条第２項各号（指定介護予防サ
ービス等基準第159条、第166条及び第185条において準
用する場合を含む。）、第194条第２項各号（指定介護予
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防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。
）、第244条第２項各号、第261条第２項各号、第275条第
２項各号（指定介護予防サービス等基準第280条におい
て準用する場合を含む。）又は第288条第２項各号に掲げ
る記録を整備し、当該サービスを提供した日から５年間
保存しなければならない。
（報告）
第15条 指定介護予防サービス事業者等は、サービスの向
上に関する施策の推進を図るため市長が別に定めるとこ
ろによりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組
等について報告を求めたときは、協力しなければならな
い。
（委任）
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定介護予防サービス等基準の規定の引用に関する経
過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定介
護予防サービス等基準の附則及び指定介護予防サービス
等基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例に
よる。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第14条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定介護予防サービ
ス等に係る記録について適用し、施行日前に提供された
指定介護予防サービスに係る記録の整備については、な
お従前の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第12号

奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営の基準等に関する条例

奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例（平成25年奈良市条例第23号）
の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第78条の２第１項及び第４項第１
号並びに第78条の４第１項及び第２項の規定に基づき、
指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準及び
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定
地域密着型サービス基準」という。）において使用する
用語の例による。
（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
の基準等）
第３条 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る基準
及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営の基準等は、次条から第17条までに定めるもののほか、
指定地域密着型サービス基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定地域密着型サービス事業者は、その運営に当
たっては、奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例
第24号）第２条第１号に規定する暴力団を利することと
ならないようにしなければならない。
（申請者の要件）
第５条 法第78条の２第４項第１号の条例で定める者は、
法人又は病床を有する診療所を開設している者（複合型
サービス（看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係
る指定の申請に限る。）とする。
（入所定員）
第６条 法第78条の２第１項の規定により条例で定める指
定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員は、29人以下
とする。
（居室等の安全性の確保の特例）
第７条 指定地域密着型サービス事業者（指定小規模多機
能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地
域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護
老人福祉施設入居者生活介護又は指定看護小規模多機能
型居宅介護の事業を行う者に限る。）がその事業を行う
事業所の構造設備は、日照、採光、換気等の利用者、入
所者又は入居者の保健衛生及び防災その他の利用者、入
所者又は入居者の安全について十分考慮されたものでな
ければならない。
（居室定員の特例）
第８条 指定地域密着型サービス事業者（指定地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者に限
る。）がその事業を行う事業所における１の居室の定員
は、１人としなければならない。ただし、市長が特に必
要と認める場合は、プライバシーの確保、居室の採光、
通風等の住環境の整備等の入所者又は入居者の処遇に十
分な配慮を行った上で４人以下とすることができる。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第９条 指定地域密着型サービス事業者（指定小規模多機
能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地
域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護又は指定看護小規模多機能
型居宅介護の事業を行う者に限る。）は、身体的拘束等
の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな
らない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
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場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。

⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に利用者、入所
者又は入居者本人及びその家族に対し、前号の規定に
基づき検討した内容について説明を行うこと。

⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
利用者、入所者又は入居者の心身の状況を記録するこ
と。

⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。

⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。

（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第10条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者、入所
者又は入居者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、
責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、
その従業者に対する研修の実施その他必要な措置を講じ
るよう努めなければならない。
（歯と口腔の健康づくり）
第11条 指定地域密着型サービス事業者は、奈良市歯と口
腔の健康づくり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）
第２条の基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推
進に関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利
用者、入所者又は入居者の歯と口腔の健康づくりに努め
なければならない。
（食事の特例）
第12条 指定地域密着型サービス事業者（指定地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者に限る。
）は、食事の提供に当たっては、旬の食材や郷土食を取
り入れる等、利用者、入所者又は入居者の食べる意欲の
維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めなければなら
ない。
（勤務体制の確保等の特例）
第13条 指定地域密着型サービス事業者は、従業者に対し、
その能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めな
ければならない。
（非常災害対策の特例）
第14条 指定地域密着型サービス事業者（指定地域密着型
通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機
能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地
域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護又は指定看護小規模多機能
型居宅介護の事業を行う者に限る。）は、非常災害に備
えるために定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他

必要な訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得ら
れるよう連携に努めなければならない。
２ 指定地域密着型サービス事業者（指定小規模多機能型
居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密
着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護又は指定看護小規模多機能型居
宅介護の事業を行う者に限る。）は、非常災害時に必要
な非常食、飲用水、日用品等の備蓄に努めなければなら
ない。
（地域との連携）
第15条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運
営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との
連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな
らない。
（記録の整備の特例）
第16条 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着
型サービス基準第３条の40第２項各号、第17条第２項各
号、第36条第２項各号（指定地域密着型サービス基準第
37条の３において準用する場合を含む。）、第40条の15第
２項各号、第60条第２項各号、第87条第２項各号、第
107条第２項各号、第128条第２項各号、第156条第２項
各号（指定地域密着型サービス基準第169条において準
用する場合を含む。）又は第181条第２項各号に掲げる記
録を整備し、当該サービスを提供した日から５年間保存
しなければならない。
（報告）
第17条 指定地域密着型サービス事業者は、サービスの向
上に関する施策の推進を図るため市長が別に定めるとこ
ろによりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組
等について報告を求めたときは、協力しなければならな
い。
（委任）
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定地域密着型サービス基準の規定の引用に関する経
過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定地
域密着型サービス基準の附則及び指定地域密着型サービ
ス基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例に
よる。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第16条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定地域密着型サー
ビスに係る記録について適用し、施行日前に提供された
指定地域密着型サービスに係る記録の整備については、
なお従前の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――
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奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係
る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する
条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第13号

奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ
ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
の基準等に関する条例

奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係
る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する
条例（平成25年奈良市条例第24号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第115条の12第２項第１号並びに第
115条の14第１項及び第２項の規定に基づき、指定地域
密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるもの
とする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成
18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予
防サービス基準」という。）において使用する用語の例
による。
（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等）
第３条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに
係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
等は、次条から第14条までに定めるもののほか、指定地
域密着型介護予防サービス基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その
運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成24年奈
良市条例第24号）第２条第１号に規定する暴力団を利す
ることとならないようにしなければならない。
（申請者の要件）
第５条 法第115条の12第２項第１号の条例で定める者は、
法人とする。
（居室等の安全性の確保の特例）
第６条 指定地域密着型介護予防サービス事業者（指定介
護予防小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防認知症
対応型共同生活介護の事業を行う者に限る。）がその事

業を行う事業所の構造設備は、日照、採光、換気等の利
用者の保健衛生及び防災その他の利用者の安全について
十分考慮されたものでなければならない。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第７条 指定地域密着型介護予防サービス事業者（指定介
護予防小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防認知症
対応型共同生活介護の事業を行う者に限る。）は、身体
的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな
ければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。
⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に利用者本人及
びその家族に対し、前号の規定に基づき検討した内容
について説明を行うこと。
⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
利用者の心身の状況を記録すること。
⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。
⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第８条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用
者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設
置その他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者
に対する研修の実施その他必要な措置を講じるよう努め
なければならない。
（歯と口腔の健康づくり）
第９条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、奈良
市歯と口腔の健康づくり推進条例（平成29年奈良市条例
第27号）第２条の基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づ
くりの推進に関する従業者の知識及び理解を深めるとと
もに、利用者の歯と口腔の健康づくりに努めなければな
らない。
（勤務体制の確保等の特例）
第10条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、従業
者に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇を行う
よう努めなければならない。
（非常災害対策の特例）
第11条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、非常
災害に備えるために定期的に実施する避難訓練、救出訓
練その他必要な訓練の実施に当たっては、地域住民の参
加が得られるよう連携に努めなければならない。
２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者（指定介護予
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防小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防認知症対応
型共同生活介護の事業を行う者に限る。）は、非常災害
時に必要な非常食、飲用水、日用品等の備蓄に努めなけ
ればならない。
（地域との連携）
第12条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その
事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活
動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めな
ければならない。
（記録の整備の特例）
第13条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定
地域密着型介護予防サービス基準第40条第２項各号、第
63条第２項各号又は第84条第２項各号に掲げる記録を整
備し、当該サービスを提供した日から５年間保存しなけ
ればならない。
（報告）
第14条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、サー
ビスの向上に関する施策の推進を図るため市長が別に定
めるところによりそのサービスの状況、質の評価及び改
善の取組等について報告を求めたときは、協力しなけれ
ばならない。
（委任）
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定地域密着型介護予防サービス基準の規定の引用に
関する経過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定地
域密着型介護予防サービス基準の附則及び指定地域密着
型介護予防サービス基準を改正する省令の附則に規定す
る経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第13条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定地域密着型介護
予防サービスに係る記録について適用し、施行日前に提
供された指定地域密着型介護予防サービスに係る記録の
整備については、なお従前の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準
等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第14号

奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の
基準等に関する条例

奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準
等に関する条例（平成26年奈良市条例第57号）の全部を改
正する。

（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第47条第１項第１号、第79条第２
項第１号並びに第81条第１項及び第２項の規定に基づき、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等につ
いて定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
（平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等
基準」という。）において使用する用語の例による。
（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
準等）
第３条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準
等は、次条から第10条までに定めるもののほか、指定居
宅介護支援等基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支
援の事業を行う者（以下「指定居宅介護支援事業者等」
という。）は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排
除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条第１号に規
定する暴力団を利することとならないようにしなければ
ならない。
（申請者の要件）
第５条 法第79条第２項第１号の条例で定める者は、法人
とする。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第６条 指定居宅介護支援事業者等は、利用者の人権の擁
護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要
な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修
の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければなら
ない。
（歯と口腔の健康づくり）
第７条 指定居宅介護支援事業者等は、奈良市歯と口腔の
健康づくり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２
条の基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に
関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利用者
の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（勤務体制の確保の特例）
第８条 指定居宅介護支援事業者等は、従業者に対し、そ
の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなけ
ればならない。
（記録の整備の特例）
第９条 指定居宅介護支援事業者等は、指定居宅介護支援
等基準第29条第２項各号（指定居宅介護支援等基準第30
条において準用する場合を含む。）に掲げる記録を整備
し、当該サービスを提供した日から５年間保存しなけれ
ばならない。
（報告）
第10条 指定居宅介護支援事業者等は、サービスの向上に
関する施策の推進を図るため市長が別に定めるところに
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よりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等に
ついて報告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定居宅介護支援等基準の規定の引用に関する経過措
置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定居
宅介護支援等基準の附則及び指定居宅介護支援等基準を
改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定居宅介護支援等
に係る記録について適用し、施行日前に提供された指定
居宅介護支援等に係る記録の整備については、なお従前
の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法の基準等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第15号

奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法の基準等に関する条例

奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法の基準等に関する条例（平成26年奈良市条例第58号
）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第59条第１項第１号、第115条の２
２第２項第１号並びに第115条の24第１項及び第２項の
規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運
営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準等について定めるものと
する。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以下
「指定介護予防支援等基準」という。）の定めるところ
による。
（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準等）
第３条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支
援の方法の基準等は、次条から第10条までに定めるもの
のほか、指定介護予防支援等基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支
援の事業を行う者（以下「指定介護予防支援事業者等」
という。）は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排
除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条第１号に規
定する暴力団を利することとならないようにしなければ
ならない。
（申請者の要件）
第５条 法第115条の22第２項第１号の条例で定める者は、
法人とする。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第６条 指定介護予防支援事業者等は、利用者の人権の擁
護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要
な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修
の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければなら
ない。
（歯と口腔の健康づくり）
第７条 指定介護予防支援事業者等は、奈良市歯と口腔の
健康づくり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２
条の基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に
関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利用者
の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（勤務体制の確保の特例）
第８条 指定介護予防支援事業者等は、従業者に対し、そ
の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなけ
ればならない。
（記録の整備の特例）
第９条 指定介護予防支援事業者等は、指定介護予防支援
等基準第28条第２項各号（指定介護予防支援等基準第32
条において準用する場合を含む。）に掲げる記録を整備
し、当該サービスを提供した日から５年間保存しなけれ
ばならない。
（報告）
第10条 指定介護予防支援事業者等は、サービスの向上に
関する施策の推進を図るため市長が別に定めるところに
よりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等に
ついて報告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定介護予防支援等基準の規定の引用に関する経過措
置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定介
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護予防支援等基準の附則及び指定介護予防支援等基準を
改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定介護予防支援等
に係る記録について適用し、施行日前に提供された指定
介護予防支援等に係る記録の整備については、なお従前
の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基
準等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第16号

奈良市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営
の基準等に関する条例

奈良市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基
準等に関する条例（平成25年奈良市条例第25号）の全部を
改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第86条第１項並びに第88条第１項
及び第２項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人
員、設備及び運営の基準等について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例における用語の意義は、法及び指定介護
老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成
11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基
準」という。）において使用する用語の例による。
（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等
）
第３条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基
準等は、次条から第15条までに定めるもののほか、指定
介護老人福祉施設基準の定めるところによる。
（指定介護老人福祉施設の指定）
第４条 指定介護老人福祉施設の指定に係る法第86条第１
項に規定する条例で定める数は、30人以上とする。
（暴力団の排除）
第５条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、
奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第
２条第１号に規定する暴力団を利することとならないよ
うにしなければならない。
（居室等の安全性の確保の特例）
第６条 指定介護老人福祉施設の構造設備は、日照、採光、
換気等の入所者又は入居者の保健衛生及び防災その他の
入所者又は入居者の安全について十分考慮されたもので
なければならない。
（居室の定員の特例）
第７条 指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人
福祉施設を除く。）における１の居室の定員は、１人と

しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める
場合は、プライバシーの確保、居室の採光、通風等の住
環境の整備等の入所者の処遇に十分な配慮を行った上で
４人以下とすることができる。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第８条 指定介護老人福祉施設（第３号にあっては、指定
介護老人福祉施設及び計画担当介護支援専門員）は、身
体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ
なければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。
⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に入所者又は入
居者本人及びその家族に対し、前号の規定に基づき検
討した内容について説明を行うこと。
⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
入所者又は入居者の心身の状況を記録すること。
⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。
⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第９条 指定介護老人福祉施設は、入所者又は入居者の人
権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その
他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対す
る研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなけれ
ばならない。
（歯と口腔の健康づくり）
第10条 指定介護老人福祉施設は、奈良市歯と口腔の健康
づくり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２条の
基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関す
る従業者の知識及び理解を深めるとともに、入所者又は
入居者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第11条 指定介護老人福祉施設は、食事の提供に当たって
は、旬の食材や郷土食を取り入れる等、入所者又は入居
者の食べる意欲の維持及び向上を考慮した献立の工夫に
努めなければならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第12条 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その能
力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければ
ならない。
（非常災害対策の特例）
第13条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に備えるため
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に定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓
練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう
連携に努めなければならない。
２ 指定介護老人福祉施設は、非常災害時に必要な非常食、
飲用水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（記録の整備の特例）
第14条 指定介護老人福祉施設は、指定介護老人福祉施設
基準第37条第２項各号（指定介護老人福祉施設基準第49
条において準用する場合を含む。）に掲げる記録を整備
し、当該サービスを提供した日から５年間保存しなけれ
ばならない。
（報告）
第15条 指定介護老人福祉施設は、サービスの向上に関す
る施策の推進を図るため市長が別に定めるところにより
そのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等につい
て報告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定介護老人福祉施設基準の規定の引用に関する経過
措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定介
護老人福祉施設基準の附則及び指定介護老人福祉施設基
準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
（経過措置）
第３条 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホー
ム（介護保険法施行法（平成９年法律第124号）第20条
の規定による改正前の老人福祉法（昭和38年法律第133
号）第20条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。
以下同じ。）の建物（基本的な設備が完成しているもの
を含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部
分を除く。）について第７条の規定を適用する場合にお
いては、同条中「１人としなければならない。ただし、
市長が特に必要と認める場合は、プライバシーの確保、
居室の採光、通風等の住環境の整備等の入所者の処遇に
十分な配慮を行った上で４人以下とすることができる」
とあるのは「原則として４人とする」と、第３条の規定
によりその定めるところによるとされる指定介護老人福
祉施設基準第３条第１項第１号ロ中「10.65平方メート
ル」とあるのは「収納設備等を除き、4.95平方メートル
」とする。
（記録の整備に関する経過措置）
第４条 第14条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定介護老人福祉施
設に係る記録について適用し、施行日前に提供された指
定介護老人福祉施設に係る記録の整備については、なお
従前の例による。

（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運
営の基準に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第17号

奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び
に運営の基準に関する条例

奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運
営の基準に関する条例（平成25年奈良市条例第26号）の全
部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第97条第１項から第３項までの規
定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並
びに運営の基準について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例における用語の意義は、法及び介護老人
保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
（平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基
準」という。）において使用する用語の例による。
（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の
基準）
第３条 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運
営の基準は、次条から第13条までに定めるもののほか、
介護老人保健施設基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、奈
良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２
条第１号に規定する暴力団を利することとならないよう
にしなければならない。
（居室等の安全性の確保の特例）
第５条 介護老人保健施設の構造設備は、日照、採光、換
気等の入所者又は入居者の保健衛生及び防災その他の入
所者又は入居者の安全について十分考慮されたものでな
ければならない。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第６条 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図
るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。
⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に入所者又は入
居者本人及びその家族に対し、前号の規定に基づき検
討した内容について説明を行うこと。
⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
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入所者又は入居者の心身の状況を記録すること。
⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。

⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。

（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第７条 介護老人保健施設は、入所者又は入居者の人権の
擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必
要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研
修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければな
らない。
（歯と口腔の健康づくり）
第８条 介護老人保健施設は、奈良市歯と口腔の健康づく
り推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２条の基本
理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関する従
業者の知識及び理解を深めるとともに、入所者又は入居
者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第９条 介護老人保健施設は、食事の提供に当たっては、
旬の食材や郷土食を取り入れる等、入所者又は入居者の
食べる意欲の維持及び向上を考慮した献立の工夫に努め
なければならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第10条 介護老人保健施設は、従業者に対し、その能力、
資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければなら
ない。
（非常災害対策の特例）
第11条 介護老人保健施設は、非常災害に備えるために定
期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練の
実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携
に努めなければならない。
２ 介護老人保健施設は、非常災害時に必要な非常食、飲
用水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（記録の整備の特例）
第12条 介護老人保健施設は、介護老人保健施設基準第38
条第２項各号（介護老人保健施設基準第50条において準
用する場合を含む。）に掲げる記録を整備し、当該サー
ビスを提供した日から５年間保存しなければならない。
（報告）
第13条 介護老人保健施設は、サービスの向上に関する施
策の推進を図るため市長が別に定めるところによりその
サービスの状況、質の評価及び改善の取組等について報
告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。

（介護老人保健施設基準の規定の引用に関する経過措置
）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、介護老
人保健施設基準の附則及び介護老人保健施設基準を改正
する省令の附則に規定する経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第12条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される介護老人保健施設に
係る記録について適用し、施行日前に提供された介護老
人保健施設に係る記録の整備については、なお従前の例
による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の
基準に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第18号

奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運
営の基準に関する条例

奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の
基準に関する条例（平成25年奈良市条例第27号）の全部を
改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律
（平成18年法律第83号。以下「平成18年改正法」という。
）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を
有するものとされる平成18年改正法第26条の規定による
改正前の介護保険法（平成９年法律第123号。以下「旧
法」という。）第110条第１項及び第２項の規定に基づき、
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に
ついて定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、旧法及
び平成18年改正法附則第130条の２第１項の規定により
なおその効力を有するものとされる指定介護療養型医療
施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生
省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」とい
う。）において使用する用語の例による。
（指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準
）
第３条 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の
基準は、次条から第13条までに定めるもののほか、指定
介護療養型医療施設基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たって
は、奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号
）第２条第１号に規定する暴力団を利することとならな
いようにしなければならない。
（居室等の安全性の確保の特例）
第５条 指定介護療養型医療施設の構造設備は、日照、採
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光、換気等の入院患者の保健衛生及び防災その他の入院
患者の安全について十分考慮されたものでなければなら
ない。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第６条 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正
化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。

⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に入院患者本人
及びその家族に対し、前号の規定に基づき検討した内
容について説明を行うこと。

⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
入院患者の心身の状況を記録すること。

⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。

⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。

（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第７条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁
護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要
な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修
の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければなら
ない。
（歯と口腔の健康づくり）
第８条 指定介護療養型医療施設は、奈良市歯と口腔の健
康づくり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２条
の基本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関
する従業者の知識及び理解を深めるとともに、入院患者
の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第９条 指定介護療養型医療施設は、食事の提供に当たっ
ては、旬の食材や郷土食を取り入れる等、入院患者の食
べる意欲の維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めな
ければならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第10条 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その
能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなけれ
ばならない。
（非常災害対策の特例）
第11条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に備えるた
めに定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な
訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよ
う連携に努めなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、非常災害時に必要な非常
食、飲用水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（記録の整備の特例）
第12条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養型医療
施設基準第36条第２項各号（指定介護療養型医療施設基
準第50条において準用する場合を含む。）に掲げる記録
を整備し、当該サービスを提供した日から５年間保存し
なければならない。
（報告）
第13条 指定介護療養型医療施設は、サービスの向上に関
する施策の推進を図るため市長が別に定めるところによ
りそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等につ
いて報告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定介護療養型医療施設基準の規定の引用に関する経
過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定介
護療養型医療施設基準の附則及び指定介護療養型医療施
設基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例に
よる。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第12条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される指定介護療養型医療
施設に係る記録について適用し、施行日前に提供された
指定介護療養型医療施設に係る記録の整備については、
なお従前の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条
例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第19号

奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す
る条例

奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条
例（平成25年奈良市条例第28号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。
以下「法」という。）第17条第１項の規定に基づき、養
護老人ホームの設備及び運営の基準について定めるもの
とする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年
厚生省令第19号。以下「養護老人ホーム基準」という。）
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において使用する用語の例による。
（養護老人ホームの設備及び運営に関する基準）
第３条 養護老人ホームの設備及び運営の基準は、次条か
ら第13条までに定めるもののほか、養護老人ホーム基準
の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、奈良
市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条
第１号に規定する暴力団を利することとならないように
しなければならない。
（居室等の安全性の確保の特例）
第５条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、
採光、換気等の入所者の保健衛生及び防災その他の入所
者の安全について十分考慮されたものでなければならな
い。
（非常災害対策の特例）
第６条 養護老人ホームは、非常災害に備えるために定期
的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練の実
施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に
努めなければならない。
２ 養護老人ホームは、非常災害時に必要な非常食、飲用
水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（記録の整備の特例）
第７条 養護老人ホームは、養護老人ホーム基準第９条第
２項各号に掲げる記録を整備し、当該処遇を行った日か
ら５年間保存しなければならない。
（報告）
第８条 養護老人ホームは、処遇の向上に関する施策の推
進を図るため市長が別に定めるところによりその処遇の
状況、質の評価及び改善の取組等について報告を求めた
ときは、協力しなければならない。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第９条 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図る
ため、次に掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。

⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に入所者本人及
びその家族に対し、前号の規定に基づき検討した内容
について説明を行うこと。

⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
入所者の心身の状況を記録すること。

⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。

⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第10条 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護及び虐待
の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整
備を行うとともに、その職員に対する研修の実施その他
必要な措置を講じるよう努めなければならない。
（歯と口腔の健康づくり）
第11条 養護老人ホームは、奈良市歯と口腔の健康づくり
推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２条の基本理
念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関する職員
の知識及び理解を深めるとともに、入所者の歯と口腔の
健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第12条 養護老人ホームは、食事の提供に当たっては、旬
の食材や郷土食を取り入れる等、入所者の食べる意欲の
維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めなければなら
ない。
（勤務体制の確保等の特例）
第13条 養護老人ホームは、職員に対し、その能力、資格、
経験等に応じた処遇を行うよう努めなければならない。
（委任）
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（養護老人ホーム基準の規定の引用に関する経過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、養護老
人ホーム基準の附則及び養護老人ホーム基準を改正する
省令の附則に規定する経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第７条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される養護老人ホームに係
る記録について適用し、施行日前に提供された養護老人
ホームに係る記録の整備については、なお従前の例によ
る。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す
る条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第20号

奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に
関する条例

奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す
る条例（平成25年奈良市条例第29号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。
以下「法」という。）第17条第１項の規定に基づき、特
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別養護老人ホームの設備及び運営の基準について定める
ものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成
11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム基準」
という。）において使用する用語の例による。
（特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準）
第３条 特別養護老人ホームの設備及び運営の基準は、次
条から第14条までに定めるもののほか、特別養護老人ホ
ーム基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、
奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第
２条第１号に規定する暴力団を利することとならないよ
うにしなければならない。
（居室等の安全性の確保の特例）
第５条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日
照、採光、換気等の入所者又は入居者の保健衛生及び防
災その他の入所者又は入居者の安全について十分考慮さ
れたものでなければならない。
（非常災害対策の特例）
第６条 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるために
定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練
の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連
携に努めなければならない。
２ 特別養護老人ホームは、非常災害時に必要な非常食、
飲用水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（記録の整備の特例）
第７条 特別養護老人ホームは、特別養護老人ホーム基準
第９条第２項各号（特別養護老人ホーム基準第42条、第
59条及び第63条において準用する場合を含む。）に掲げ
る記録を整備し、当該処遇を行った日から５年間保存し
なければならない。
（報告）
第８条 特別養護老人ホームは、処遇の向上に関する施策
の推進を図るため市長が別に定めるところによりその処
遇の状況、質の評価及び改善の取組等について報告を求
めたときは、協力しなければならない。
（居室の定員の特例）
第９条 特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホ
ーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除
く。）における１の居室の定員は、１人としなければな
らない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、プラ
イバシーの確保、居室の採光、通風等の住環境の整備等
の入所者の処遇に十分な配慮を行った上で４人以下とす
ることができる。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第10条 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を
図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う

場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。
⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に入所者又は入
居者本人及びその家族に対し、前号の規定に基づき検
討した内容について説明を行うこと。
⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
入所者又は入居者の心身の状況を記録すること。
⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。
⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第11条 特別養護老人ホームは、入所者又は入居者の人権
の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他
必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対する研
修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければな
らない。
（歯と口腔の健康づくり）
第12条 特別養護老人ホームは、奈良市歯と口腔の健康づ
くり推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２条の基
本理念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関する
職員の知識及び理解を深めるとともに、入所者又は入居
者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第13条 特別養護老人ホームは、食事の提供に当たっては、
旬の食材や郷土食を取り入れる等、入所者又は入居者の
食べる意欲の維持及び向上を考慮した献立の工夫に努め
なければならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第14条 特別養護老人ホームは、職員に対し、その能力、
資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければなら
ない。
（委任）
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（特別養護老人ホーム基準の規定の引用に関する経過措
置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、特別養
護老人ホーム基準の附則及び特別養護老人ホーム基準を
改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）

―25―

奈 良 市 公 報 号外第２号
平成30年５月31日
（木 曜 日）



第３条 第７条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される特別養護老人ホーム
に係る記録について適用し、施行日前に提供された特別
養護老人ホームに係る記録の整備については、なお従前
の例による。
（居室の定員に関する経過措置）
第４条 平成12年４月１日前から存する特別養護老人ホー
ムの建物（基本的な設備が完成しているものを含み、同
日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）
について第９条の規定を適用する場合においては、同条
中「１の居室の定員は、１人としなければならない。た
だし、市長が特に必要と認める場合は、プライバシーの
確保、居室の採光、通風等の住環境の整備等の入所者の
処遇に十分な配慮を行った上で４人以下とすることがで
きる」とあるのは「原則として４人とする」と、第３条
の規定によりその定めるところによるとされる特別養護
老人ホーム基準第11条第４項第１号ハ及び第55条第４項
第１号ハ中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設
備等を除き、4.95平方メートル」とする。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条
例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第21号

奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関す
る条例

奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条
例（平成25年奈良市条例第30号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）
第65条第１項の規定に基づき、軽費老人ホーム（老人福
祉法（昭和38年法律第133号。以下「法」という。）第20
条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）
の設備及び運営の基準について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成20年
厚生労働省令第107号。以下「軽費老人ホーム基準」と
いう。）において使用する用語の例による。
（軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準）
第３条 軽費老人ホームの設備及び運営の基準は、次条か
ら第13条までに定めるもののほか、軽費老人ホーム基準
の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、奈良
市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条
第１号に規定する暴力団を利することとならないように
しなければならない。
（居室等の安全性の確保の特例）

第５条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、
採光、換気等の入所者の保健衛生及び防災その他の入所
者の安全について十分考慮されたものでなければならな
い。
（非常災害対策の特例）
第６条 軽費老人ホームは、非常災害に備えるために定期
的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練の実
施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に
努めなければならない。
２ 軽費老人ホームは、非常災害時に必要な非常食、飲用
水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（記録の整備の特例）
第７条 軽費老人ホームは、軽費老人ホーム基準第９条第
２項各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供し
た日から５年間保存しなければならない。
（報告）
第８条 軽費老人ホームは、サービスの向上に関する施策
の推進を図るため市長が別に定めるところによりそのサ
ービスの状況、質の評価及び改善の取組等について報告
を求めたときは、協力しなければならない。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第９条 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図る
ため、次に掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。
⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に入所者本人及
びその家族に対し、前号の規定に基づき検討した内容
について説明を行うこと。
⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
入所者の心身の状況を記録すること。
⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。
⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第10条 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護及び虐待
の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整
備を行うとともに、その職員に対する研修の実施その他
必要な措置を講じるよう努めなければならない。
（歯と口腔の健康づくり）
第11条 軽費老人ホームは、奈良市歯と口腔の健康づくり
推進条例（平成29年奈良市条例第27号）第２条の基本理
念を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関する職員
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の知識及び理解を深めるとともに、入所者の歯と口腔の
健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第12条 軽費老人ホームは、食事の提供に当たっては、旬
の食材や郷土食を取り入れる等、入所者の食べる意欲の
維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めなければなら
ない。
（勤務体制の確保等の特例）
第13条 軽費老人ホームは、職員に対し、その能力、資格、
経験等に応じた処遇を行うよう努めなければならない。
（委任）
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（軽費老人ホーム基準の規定の引用に関する経過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、軽費老
人ホーム基準の附則（軽費老人ホームＢ型に係る規定を
除く。）及び軽費老人ホーム基準を改正する省令の附則
（軽費老人ホームＢ型に係る規定を除く。）に規定する
経過措置の例による。
（記録の整備に関する経過措置）
第３条 第７条の規定は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）以後に提供される軽費老人ホームに係
る記録について適用し、施行日前に提供された軽費老人
ホームに係る記録の整備については、なお従前の例によ
る。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基
準等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第22号

奈良市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営
の基準等に関する条例

（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。
以下「法」という。）第111条第１項から第３項までの規
定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運
営の基準等について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基
準（平成30年厚生労働省令第５号。以下「介護医療院基
準」という。）において使用する用語の例による。
（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準）
第３条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基
準は、次条から第13条までに定めるもののほか、介護医

療院基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 介護医療院は、その運営に当たっては、奈良市暴
力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条第１
号に規定する暴力団を利することとならないようにしな
ければならない。
（居室等の安全性の確保の特例）
第５条 介護医療院の構造設備は、日照、採光、換気等の
入所者又は入居者の保健衛生及び防災その他の入所者又
は入居者の安全について十分考慮されたものでなければ
ならない。
（身体的拘束等の適正化のための対策）
第６条 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、
次に掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 身体拘束廃止委員会を設置し、身体的拘束等を行う
場合には、事前に身体拘束廃止委員会において、緊急
やむを得ない場合に該当するかどうかの判断、身体的
拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期
間、解除予定日、解除に向けた具体的な取組等につい
て検討すること。
⑵ 身体的拘束等を行う場合には、事前に入所者又は入
居者本人及びその家族に対し、前号の規定に基づき検
討した内容について説明を行うこと。
⑶ 身体的拘束等を行う場合には、第１号の規定に基づ
き検討した内容（緊急やむを得ない理由について検討
した過程を含む。）、その態様及び時間並びにその際の
入所者又は入居者の心身の状況を記録すること。
⑷ 身体拘束廃止委員会を３箇月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者
に周知徹底を図ること。
⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
⑹ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること。
（人権の擁護及び高齢者虐待の防止）
第７条 介護医療院は、入所者又は入居者の人権の擁護及
び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体
制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修の実
施その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
（歯と口腔の健康づくり）
第８条 介護医療院は、奈良市歯と口腔の健康づくり推進
条例（平成29年奈良市条例第27号）第２条の基本理念を
踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関する従業者の
知識及び理解を深めるとともに、入所者又は入居者の歯
と口腔の健康づくりに努めなければならない。
（食事の特例）
第９条 介護医療院は、食事の提供に当たっては、旬の食
材や郷土食を取り入れる等、入所者又は入居者の食べる
意欲の維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めなけれ
ばならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第10条 介護医療院は、従業者に対し、その能力、資格、
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経験等に応じた処遇を行うよう努めなければならない。
（非常災害対策の特例）
第11条 介護医療院は、非常災害に備えるために定期的に
実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練の実施に
当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努め
なければならない。
２ 介護医療院は、非常災害時に必要な非常食、飲用水、
日用品等の備蓄に努めなければならない。
（記録の整備の特例）
第12条 介護医療院は、介護医療院基準第42条第２項各号
（介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。）
に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から
５年間保存しなければならない。
（報告）
第13条 介護医療院は、サービスの向上に関する施策の推
進を図るため市長が別に定めるところによりそのサービ
スの状況、質の評価及び改善の取組等について報告を求
めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（介護医療院基準の規定の引用に関する経過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、介護医
療院基準の附則及び介護医療院基準を改正する省令の附
則に規定する経過措置の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第23号

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備
及び運営の基準等に関する条例

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例（平成25年奈良市条例第31号）
の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以
下「法」という。）第30条第１項第２号イ、第36条第３
項第１号並びに第43条第１項及び第２項の規定に基づき、
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の
基準等について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第
171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）に
おいて使用する用語の例による。
（指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
の基準等）
第３条 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営の基準等は、次条から第13条までに定めるもののほ
か、指定障害福祉サービス基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定障害福祉サービス事業者は、その事業の運営
に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市
条例第24号）第２条第１号に規定する暴力団を利するこ
ととならないようにしなければならない。
（申請者の要件）
第５条 法第36条第３項第１号の条例で定める者は、法人
とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所（病
院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定
の申請については、この限りでない。
（管理者の特例）
第６条 指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護、指
定生活介護、指定短期入所、指定自立訓練（機能訓練）、
指定自立訓練（生活訓練）、指定就労移行支援、指定就
労継続支援Ａ型、指定就労継続支援Ｂ型若しくは基準該
当就労継続支援Ｂ型、指定就労定着支援又は指定自立生
活援助の事業を行う者に限る。）がその事業を行う事業
所ごとに置かなければならない管理者は、常勤とする。
（居室等の安全性の確保の特例）
第７条 指定障害福祉サービス事業者（指定短期入所（共
生型短期入所を除く。）又は指定共同生活援助の事業を
行う者に限る。）がその事業を行う事業所の配置、構造
及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日
照、採光、換気等の利用者の保健衛生及び防災その他の
利用者の安全について十分考慮されたものでなければな
らない。
（設備の特例）
第８条 指定障害福祉サービス事業者（指定生活介護（共
生型生活介護を除く。）、指定自立訓練（機能訓練）（共
生型自立訓練（機能訓練）を除く。）、指定自立訓練（生
活訓練）（共生型自立訓練（生活訓練）を除く。）、指定
就労移行支援（認定指定就労移行支援を除く。）、指定就
労継続支援Ａ型若しくは指定就労継続支援Ｂ型又は特定
基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に限る。）が
その事業を行う事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面
所、便所、静養室、更衣室及び多目的室その他運営に必
要な設備を設けなければならない。
２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
⑴ 訓練・作業室
ア 利用者１人当たりの床面積は、機械器具等を除き、
３平方メートル以上で、かつ、訓練又は作業に支障
がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
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⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間
仕切り等を設けること。

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。
⑸ 静養室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。

⑹ 更衣室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。

（食事の特例）
第９条 指定障害福祉サービス事業者（指定短期入所（共
生型短期入所を除く。）又は指定共同生活援助の事業を
行う者に限る。）は、食事の提供に当たっては、旬の食
材や郷土食を取り入れる等、利用者の食べる意欲の維持
及び向上を考慮した献立の工夫に努めなければならない。
（勤務体制の確保等の特例）
第10条 指定障害福祉サービス事業者（指定居宅介護若し
くは基準該当居宅介護、指定重度訪問介護若しくは基準
該当重度訪問介護、指定同行援護若しくは基準該当同行
援護、指定行動援護若しくは基準該当行動援護、指定療
養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定自立訓練
（機能訓練）、指定自立訓練（生活訓練）、指定就労移行
支援、指定就労継続支援Ａ型、指定就労継続支援Ｂ型若
しくは基準該当就労継続支援Ｂ型、指定就労定着支援、
指定自立生活援助、指定共同生活援助又は特定基準該当
障害福祉サービスの事業を行う者に限る。）は、従業者
に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよ
う努めなければならない。
（非常災害対策の特例）
第11条 指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護、指
定生活介護、指定短期入所、指定自立訓練（機能訓練）、
指定自立訓練（生活訓練）、指定就労移行支援、指定就
労継続支援Ａ型、指定就労継続支援Ｂ型若しくは基準該
当就労継続支援Ｂ型、指定共同生活援助又は特定基準該
当障害福祉サービスの事業を行う者に限る。）は、非常
災害に備えるために定期的に実施する避難訓練、救出訓
練その他必要な訓練の実施に当たっては、地域住民の参
加が得られるよう連携に努めなければならない。
２ 指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護、指定短
期入所又は指定共同生活援助の事業を行う者に限る。）
は、非常災害時に必要な非常食、飲用水、日用品等の備
蓄に努めなければならない。
（身体拘束等の禁止）
第12条 指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護、指
定生活介護、指定短期入所、指定自立訓練（機能訓練）、
指定自立訓練（生活訓練）、指定就労移行支援、指定就
労継続支援Ａ型、指定就労継続支援Ｂ型若しくは基準該
当就労継続支援Ｂ型、指定共同生活援助又は特定基準該
当障害福祉サービスの事業を行う者に限る。以下この条
において同じ。）は、当該サービスの提供に当たっては、
利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を
行ってはならない。
２ 指定障害福祉サービス事業者は、前項の緊急やむを得
ない場合の判断等を行うための合議体を設置しなければ
ならない。
３ 指定障害福祉サービス事業者は、やむを得ず身体拘束
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況、緊急やむを得ない理由（当該理由につい
て検討した過程を含む。）、解除予定日並びに解除に向け
た具体的な取組その他必要な事項を記録しなければなら
ない。
４ 指定障害福祉サービス事業者は、従業者に対し、身体
拘束等の廃止のための研修を定期的に実施しなければな
らない。
（報告）
第13条 指定障害福祉サービス事業者（指定居宅介護（共
生型居宅介護を除く。）若しくは基準該当居宅介護、指
定重度訪問介護（共生型重度訪問介護を除く。）若しく
は基準該当重度訪問介護、指定同行援護若しくは基準該
当同行援護、指定行動援護若しくは基準該当行動援護、
指定療養介護、指定生活介護（共生型生活介護を除く。）、
指定短期入所（共生型短期入所を除く。）、指定重度障害
者等包括支援、指定自立訓練（機能訓練）（共生型自立
訓練（機能訓練）を除く。）、指定自立訓練（生活訓練）
（共生型自立訓練（生活訓練）を除く。）、指定就労移行
支援、指定就労継続支援Ａ型、指定就労継続支援Ｂ型若
しくは基準該当就労継続支援Ｂ型、指定就労定着支援、
指定自立生活援助、指定共同生活援助又は特定基準該当
障害福祉サービスの事業を行う者に限る。）は、サービ
スの向上に関する施策の推進を図るため市長が別に定め
るところによりそのサービスの状況、質の評価及び改善
の取組等について報告を求めたときは、協力しなければ
ならない。
（委任）
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定障害福祉サービス基準の規定の引用に関する経過
措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定障
害福祉サービス基準の附則（第４条、第18条の２、第22
条及び第23条に限る。）及び指定障害福祉サービス基準
を改正する省令の附則（障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ
ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び
厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政
令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省
令の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第５号
）附則第２項を除く。）に規定する経過措置の例による。
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（設備の特例に関する経過措置）
第３条 平成25年４月１日において現に存する指定生活介
護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立
訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指
定就労継続支援Ａ型事業所又は指定就労継続支援Ｂ型事
業所（これらの施設のうち、基本的な設備が完成してい
るものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等
建物の構造を変更したものを除く。）に係る第８条第２
項第１号アの規定の適用については、当分の間、同号ア
中「利用者１人当たりの床面積は、機械器具等を除き、
３平方メートル以上で、かつ、訓練」とあるのは、「訓
練」とする。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準
等に関する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第24号

奈良市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の
基準等に関する条例

奈良市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準
等に関する条例（平成25年奈良市条例第32号）の全部を改
正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以
下「法」という。）第38条第３項において準用する法第
36条第３項第１号並びに法第44条第１項及び第２項の規
定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営
の基準等について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び
運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第172号。以
下「指定障害者支援施設基準」という。）において使用
する用語の例による。
（指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等）
第３条 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準
等は、次条から第13条までに定めるもののほか、指定障
害者支援施設基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 指定障害者支援施設は、その運営に当たっては、
奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第
２条第１号に規定する暴力団を利することとならないよ
うにしなければならない。
（申請者の要件）
第５条 法第38条第３項において準用する法第36条第３項
第１号の条例で定める者は、法人とする。
（管理者による管理等の特例）

第６条 指定障害者支援施設は、常勤の管理者を置かなけ
ればならない。
（居室等の安全性の確保）
第７条 指定障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利
用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気
等の利用者の保健衛生及び防災その他の利用者の安全に
ついて十分考慮されたものでなければならない。
（設備の特例）
第８条 指定障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食
堂、浴室、洗面所、便所、相談室、静養室、更衣室及び
多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならな
い。
２ 指定障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとす
る。
⑴ 訓練・作業室
ア 専ら当該指定障害者支援施設が提供する施設障害
福祉サービスの種類ごとの用に供するものであるこ
と。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、こ
の限りでない。
イ 利用者１人当たりの床面積は、機械器具等を除き、
３平方メートル以上で、かつ、訓練又は作業に支障
がない広さを有すること。
ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
⑵ 居室
ア １の居室の定員は、４人以下とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 利用者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、
9.9平方メートル以上とすること。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は
広間に直接面して設けること。
カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管すること
ができる設備を備えること。
キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
⑶ 食堂
ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。
イ 必要な備品を備えること。
⑷ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
⑸ 洗面所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものであること。
⑹ 便所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものであること。
⑺ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間
仕切り等を設けること。
⑻ 静養室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。
⑼ 更衣室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。
⑽ 廊下幅
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ア 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の
幅は、1.8メートル以上とすること。

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、
従業者等の円滑な往来に支障がないようにしなけれ
ばならないこと。

（食事の特例）
第９条 指定障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、
旬の食材や郷土食を取り入れる等、利用者の食べる意欲
の維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めなければな
らない。
（勤務体制の確保等の特例）
第10条 指定障害者支援施設は、従業者に対し、その能力、
資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければなら
ない。
（非常災害対策の特例）
第11条 指定障害者支援施設は、非常災害に備えるために
定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練
の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連
携に努めなければならない。
２ 指定障害者支援施設は、非常災害時に必要な非常食、
飲用水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（身体拘束等の禁止）
第12条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの
提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘
束等」という。）を行ってはならない。
２ 指定障害者支援施設は、前項の緊急やむを得ない場合
の判断等を行うための合議体を設置しなければならない。
３ 指定障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束等を行う
場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況、緊急やむを得ない理由（当該理由について検討し
た過程を含む。）、解除予定日並びに解除に向けた具体的
な取組その他必要な事項を記録しなければならない。
４ 指定障害者支援施設は、従業者に対し、身体拘束等の
廃止のための研修を定期的に実施しなければならない。
（報告）
第13条 指定障害者支援施設は、サービスの向上に関する
施策の推進を図るため市長が別に定めるところによりそ
のサービスの状況、質の評価及び改善の取組等について
報告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（指定障害者支援施設基準の規定の引用に関する経過措
置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定障
害者支援施設基準の附則（第２条から第14条まで、第17

条第２項及び第19条第２項を除く。）及び指定障害者支
援施設基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の
例による。
（設備の特例に関する経過措置）
第３条 平成25年４月１日に存する指定障害者支援施設（
これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているもの
を含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の
構造を変更したものを除く。）に係る第８条第２項第１
号イの規定の適用については、当分の間、同号イ中「利
用者１人当たりの床面積は、機械器具等を除き、３平方
メートル以上で、かつ、訓練」とあるのは、「訓練」と
する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関
する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第25号

奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準
に関する条例

奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関
する条例（平成25年奈良市条例第33号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以
下「法」という。）第80条第１項の規定に基づき、障害
福祉サービス事業の設備及び運営の基準について定める
ものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に
関する基準（平成18年厚生労働省令第174号。以下「障
害福祉サービス基準」という。）において使用する用語
の例による。
（障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準）
第３条 障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準は、
次条から第11条までに定めるもののほか、障害福祉サー
ビス基準の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 障害福祉サービス事業者は、その事業の運営に当
たっては、奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例
第24号）第２条第１号に規定する暴力団を利することと
ならないようにしなければならない。
（管理者の特例）
第５条 障害福祉サービス事業所の管理者は、常勤の者で
なければならない。
（居室等の安全性の確保）
第６条 障害福祉サービス事業者がその事業を行う事業所
の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫さ
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れ、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生及び
防災その他の利用者の安全について十分考慮されたもの
でなければならない。
（設備の特例）
第７条 障害福祉サービス事業者（生活介護、自立訓練（
機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労
継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う者に限
る。）がその事業を行う事業所は、訓練・作業室、相談
室、洗面所、便所、静養室、更衣室及び多目的室その他
運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他
の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害
福祉サービス事業所の効果的な運営を期待することがで
きる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、
その一部を設けないことができる。
２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
⑴ 訓練・作業室
ア 利用者１人当たりの床面積は、機械器具等を除き、
３平方メートル以上で、かつ、訓練又は作業に支障
がない広さを有すること。

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間
仕切り等を設けること。

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。
⑸ 静養室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。

⑹ 更衣室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。

（勤務体制の確保等の特例）
第８条 障害福祉サービス事業者は、職員に対し、その能
力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければ
ならない。
（非常災害対策の特例）
第９条 障害福祉サービス事業者は、非常災害に備えるた
めに定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な
訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよ
う連携に努めなければならない。
２ 障害福祉サービス事業者（療養介護の事業を行う者に
限る。）は、非常災害時に必要な非常食、飲用水、日用
品等の備蓄に努めなければならない。
（身体拘束等の禁止）
第10条 障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービスの
提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘
束等」という。）を行ってはならない。
２ 障害福祉サービス事業者は、前項の緊急やむを得ない
場合の判断等を行うための合議体を設置しなければなら
ない。
３ 障害福祉サービス事業者は、やむを得ず身体拘束等を
行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況、緊急やむを得ない理由（当該理由について検
討した過程を含む。）、解除予定日並びに解除に向けた具
体的な取組その他必要な事項を記録しなければならない。
４ 障害福祉サービス事業者は、職員に対し、身体拘束等
の廃止のための研修を定期的に実施しなければならない。
（報告）
第11条 障害福祉サービス事業者は、サービスの向上に関
する施策の推進を図るため市長が別に定めるところによ
りそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等につ
いて報告を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（障害福祉サービス基準の規定の引用に関する経過措置
）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、障害福
祉サービス基準の附則（第２条及び第４条から第６条ま
でを除く。）及び障害福祉サービス基準を改正する省令
の附則に規定する経過措置の例による。
（設備の特例に関する経過措置）
第３条 平成25年４月１日に存する生活介護事業所、自立
訓練（機能訓練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、
就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所又は就労
継続支援Ｂ型事業所（これらの施設のうち、基本的な設
備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又
は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）に
係る第７条第２項第１号アの規定の適用については、当
分の間、同号ア中「利用者１人当たりの床面積は、機械
器具等を除き、３平方メートル以上で、かつ、訓練」と
あるのは、「訓練」とする。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条
例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第26号

奈良市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関す
る条例

奈良市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条
例（平成25年奈良市条例第34号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以
下「法」という。）第84条第１項の規定に基づき、障害
者支援施設の設備及び運営の基準について定めるものと
する。
（定義）
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第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する
基準（平成18年厚生労働省令第177号。以下「障害者支
援施設基準」という。）において使用する用語の例によ
る。
（障害者支援施設の設備及び運営の基準）
第３条 障害者支援施設の設備及び運営の基準は、次条か
ら第11条までに定めるもののほか、障害者支援施設基準
の定めるところによる。
（暴力団の排除）
第４条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、奈良
市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条
第１号に規定する暴力団を利することとならないように
しなければならない。
（居室等の安全性の確保）
第５条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者
の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の
利用者の保健衛生及び防災その他の利用者の安全につい
て十分考慮されたものでなければならない。
（設備の特例）
第６条 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、
浴室、洗面所、便所、相談室、静養室、更衣室及び多目
的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。
ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することによ
り当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することが
できる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、
その一部を設けないことができる。
２ 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
⑴ 訓練・作業室
ア 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉
サービスの種類ごとの用に供するものであること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限
りでない。

イ 利用者１人当たりの床面積は、機械器具等を除き、
３平方メートル以上で、かつ、訓練又は作業に支障
がない広さを有すること。

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
⑵ 居室
ア １の居室の定員は、４人以下とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 利用者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、
9.9平方メートル以上とすること。

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は
広間に直接面して設けること。

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管すること
ができる設備を備えること。

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
⑶ 食堂
ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。

イ 必要な備品を備えること。
⑷ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
⑸ 洗面所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものであること。
⑹ 便所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものであること。
⑺ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間
仕切り等を設けること。
⑻ 静養室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。
⑼ 更衣室 プライバシーを確保するための間仕切り等
を設けること。
⑽ 廊下幅
ア 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の
幅は、1.8メートル以上とすること。
イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、
職員等の円滑な往来に支障がないようにしなければ
ならないこと。

（食事の特例）
第７条 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、旬
の食材や郷土食を取り入れる等、利用者の食べる意欲の
維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めなければなら
ない。
（勤務体制の確保等の特例）
第８条 障害者支援施設は、職員に対し、その能力、資格、
経験等に応じた処遇を行うよう努めなければならない。
（非常災害対策の特例）
第９条 障害者支援施設は、非常災害に備えるために定期
的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練の実
施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に
努めなければならない。
２ 障害者支援施設は、非常災害時に必要な非常食、飲用
水、日用品等の備蓄に努めなければならない。
（身体拘束等の禁止）
第10条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供
に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束
等」という。）を行ってはならない。

２ 障害者支援施設は、前項の緊急やむを得ない場合の判
断等を行うための合議体を設置しなければならない。
３ 障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合
には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、
緊急やむを得ない理由（当該理由について検討した過程
を含む。）、解除予定日並びに解除に向けた具体的な取組
その他必要な事項を記録しなければならない。
４ 障害者支援施設は、職員に対し、身体拘束等の廃止の
ための研修を定期的に実施しなければならない。
（報告）
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第11条 障害者支援施設は、サービスの向上に関する施策
の推進を図るため市長が別に定めるところによりそのサ
ービスの状況、質の評価及び改善の取組等について報告
を求めたときは、協力しなければならない。
（委任）
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（障害者支援施設基準の規定の引用に関する経過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、障害者
支援施設基準の附則（第２条から第14条まで、第17条第
２項及び第19条第２項を除く。）及び障害者支援施設基
準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
（設備の特例に関する経過措置）
第３条 平成25年４月１日に存する障害者支援施設（基本
的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築さ
れ、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。
）に係る第６条第２項第１号イの規定の適用については、
当分の間、同号イ中「利用者１人当たりの床面積は、機
械器具等を除き、３平方メートル以上で、かつ、訓練」
とあるのは、「訓練」とする。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関
する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第27号

奈良市地域活動支援センターの設備及び運営の基準
に関する条例

奈良市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関
する条例（平成25年奈良市条例第35号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以
下「法」という。）第80条第１項の規定に基づき、地域
活動支援センターの設備及び運営の基準について定める
ものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法にお
いて使用する用語の例による。
（地域活動支援センターの設備及び運営の基準）
第３条 地域活動支援センターの設備及び運営の基準は、
次条から第10条までに定めるもののほか、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ
く地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（
平成18年厚生労働省令第175号。以下「地域活動支援セ
ンター基準」という。）の定めるところによる。
（暴力団の排除）

第４条 地域活動支援センターは、その運営に当たっては、
奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第
２条第１号に規定する暴力団を利することとならないよ
うにしなければならない。
（職員の配置の基準の特例）
第５条 地域活動支援センターは、職員に対し、その能力、
資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければなら
ない。
（非常災害対策の特例）
第６条 地域活動支援センターは、非常災害に備えるため
に定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓
練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう
連携に努めなければならない。
（身体拘束等の禁止）
第７条 地域活動支援センターは、サービスの提供に当
たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その
他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」と
いう。）を行ってはならない。

２ 地域活動支援センターは、前項の緊急やむを得ない場
合の判断等を行うための合議体を設置しなければならな
い。
３ 地域活動支援センターは、やむを得ず身体拘束等を行
う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身
の状況、緊急やむを得ない理由（当該理由について検討
した過程を含む。）、解除予定日並びに解除に向けた具体
的な取組その他必要な事項を記録しなければならない。
４ 地域活動支援センターは、職員に対し、身体拘束等の
廃止のための研修を定期的に実施しなければならない。
（記録の整備の特例）
第８条 地域活動支援センターは、前条第３項に規定する
身体拘束等の記録を整備し、当該サービスを提供した日
から５年間保存しなければならない。
（報告）
第９条 地域活動支援センターは、サービスの向上に関す
る施策の推進を図るため市長が別に定めるところにより
そのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等につい
て報告を求めたときは、協力しなければならない。
（地域との連携）
第10条 地域活動支援センターは、その運営に当たっては、
地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行
う等の地域との交流に努めなければならない。
（委任）
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（地域活動支援センター基準の規定の引用に関する経過
措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、地域活
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動支援センター基準の附則及び地域活動支援センター基
準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例を
ここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第28号

奈良市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条
例

奈良市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例（
平成25年奈良市条例第36号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以
下「法」という。）第80条第１項の規定に基づき、福祉
ホームの設備及び運営の基準について定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法にお
いて使用する用語の例による。
（福祉ホームの設備及び運営の基準）
第３条 福祉ホームの設備及び運営の基準は、次条から第
11条までに定めるもののほか、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホー
ムの設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令
第176号。以下「福祉ホーム基準」という。）の定めると
ころによる。
（暴力団の排除）
第４条 福祉ホームは、その運営に当たっては、奈良市暴
力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条第１
号に規定する暴力団を利することとならないようにしな
ければならない。
（食事の特例）
第５条 福祉ホームは、食事の提供に当たっては、栄養並
びに利用者の心身の状況及び嗜

し

好を考慮したものとする
とともに、適切な時間に提供するよう努めなければなら
ない。
２ 福祉ホームは、食事の提供を行う場合には、旬の食材
や郷土食を取り入れる等、利用者の食べる意欲の維持及
び向上を考慮した献立の工夫に努めなければならない。
（職員の配置の基準の特例）
第６条 福祉ホームは、職員に対し、その能力、資格、経
験等に応じた処遇を行うよう努めなければならない。
（非常災害対策の特例）
第７条 福祉ホームは、非常災害に備えるために定期的に
実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練の実施に
当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努め
なければならない。
２ 福祉ホームは、非常災害時に必要な非常食、飲用水、
日用品等の備蓄に努めなければならない。

（身体拘束等の禁止）
第８条 福祉ホームは、サービスの提供に当たっては、利
用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行
動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を
行ってはならない。
２ 福祉ホームは、前項の緊急やむを得ない場合の判断等
を行うための合議体を設置しなければならない。
３ 福祉ホームは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急
やむを得ない理由（当該理由について検討した過程を含
む。）、解除予定日並びに解除に向けた具体的な取組その
他必要な事項を記録しなければならない。
４ 福祉ホームは、職員に対し、身体拘束等の廃止のため
の研修を定期的に実施しなければならない。
（記録の整備の特例）
第９条 福祉ホームは、前条第３項に規定する身体拘束等
の記録を整備し、当該サービスを提供した日から５年間
保存しなければならない。
（報告）
第10条 福祉ホームは、サービスの向上に関する施策の推
進を図るため市長が別に定めるところによりそのサービ
スの状況、質の評価及び改善の取組等について報告を求
めたときは、協力しなければならない。
（地域との連携）
第11条 福祉ホームは、その運営に当たっては、地域住民
又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地
域との交流に努めなければならない。
（委任）
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（福祉ホーム基準の規定の引用に関する経過措置）
第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、福祉ホ
ーム基準の附則及び福祉ホーム基準を改正する省令の附
則に規定する経過措置の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例をここ
に公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第29号

奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例
（目的）
第１条 この条例は、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65
号。以下「法」という。）第18条の規定に基づき、区域
を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限すること
その他住宅宿泊事業の適切な実施に必要な措置を講じる
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ことにより、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他
の事象による生活環境の悪化を防止することを目的とす
る。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法にお
いて使用する用語の例による。
（住宅宿泊事業の実施の制限）
第３条 住宅宿泊事業（次の各号のいずれかに該当するも
のを除く。）は、別表制限区域の欄に掲げる区域の区分
に応じ、それぞれ同表制限期間の欄に掲げる期間におい
ては、実施してはならない。
⑴ 法第11条第１項各号のいずれにも該当しない住宅宿
泊事業者が営む住宅宿泊事業

⑵ 法第11条第１項各号のいずれかに該当する住宅宿泊
事業者が営む住宅宿泊事業のうち次の各号に掲げる要
件のいずれにも該当するもの
ア 法第11条第１項の規定による住宅宿泊管理業務の
委託がされていること又は同項ただし書に該当する
こと。

イ 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊
管理業者の営業所又は事務所（当該住宅宿泊管理業
務に従事する者が当該届出住宅である家屋、当該届
出住宅と同一の建築物内若しくは敷地内にある家屋
又は当該届出住宅と隣接している家屋に常駐する場
合にあっては、当該家屋を含む。以下同じ。）から
当該届出住宅までの距離が片道２キロメートル未満
であること。

ウ 当該営業所又は事務所において２人以上（イ括弧
書に規定する場合にあっては、１人以上）の者がイ
の住宅宿泊管理業務に常時従事していること。

エ 当該営業所又は事務所においてイの届出住宅に係
る住宅宿泊管理業務に従事する者及び当該届出住宅
の宿泊者が通話をすることができる機器を設置して
いること。

（住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備）
第４条 住宅宿泊事業者（住宅宿泊管理業務の委託がされ

た届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者
を除く。）は、法第８条から第10条までに規定する義務
の履行が確保されるよう、次に掲げる基準に従って、住
宅宿泊事業を適切に実施するために必要な体制を整備し
なければならない。
⑴ 法第８条第１項の宿泊者名簿の正確な記載を確保す
るための措置及び法第９条第１項の規定による説明に
必要な機器、設備又は装置を有していること。
⑵ 届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに
適切かつ迅速に対応できること。

２ 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住
宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者が法第34条の規定によ
り住宅宿泊管理業者から交付される書面には、前項各号
に掲げる基準に準じて住宅宿泊管理業務を適切に実施す
るために必要な体制が整備されていることを確認するた
めに必要な事項として規則で定めるものが記載されてい
なければならない。
（住宅宿泊事業者の公表）
第５条 市長は、住宅宿泊事業者に関し、次に掲げる事項
を届出住宅ごとに整理し、インターネットの利用その他
適切な方法により公表するものとする。
⑴ 法第３条第２項の届出書に記載されている事項のう
ち市長が必要と認めるもの
⑵ 法第３条第３項の書類に記載されている事項のうち
市長が必要と認めるもの
⑶ 法第13条の標識に記載されている事項のうち市長が
必要と認めるもの
⑷ その他規則で定める事項
（その他）
第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に
関し必要な事項は、規則で定める。
（罰則）
第７条 第３条の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者
は、５万円以下の過料に処する。

附 則
この条例は、平成30年６月15日から施行する。
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別表（第３条関係）

番号 制限区域 制限期間

１ 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定する第一
種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用
地域及び第二種中高層住居専用地域

宿泊に対する需要が増大すると認
められる期間として規則で定める
期間のうち月曜日の正午から金曜
日の正午までの期間

２ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１
号）第６条第１項の規定により歴史的風土特別保存地区として定められ
た区域

宿泊に対する需要が増大すると認
められる期間として規則で定める
期間

３ なら・まほろば景観まちづくり条例（平成２年奈良市条例第12号）第９
条第１項の規定により奈良町都市景観形成地区として指定された区域

宿泊に対する需要が増大すると認
められる期間として規則で定める
期間



（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正
する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第30号

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を
改正する条例

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和48年奈
良市条例第35号）の一部を次のように改正する。
第26条の２第１項中第19号を第21号とし、第１号から第
18号までを２号ずつ繰り下げ、同項に第１号及び第２号と
して次の２号を加える。
⑴ 法第12条の７第１項の規定により２以上の事業者に
よる産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請をする
者 １件につき 147,000円

⑵ 法第12条の７第７項の規定により２以上の事業者に
よる産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の
変更の認定の申請をする者 １件につき 134,000円
附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第31号

奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例
奈良市国民健康保険条例（昭和34年奈良市条例第13号）
の一部を次のように改正する。
第１条中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。
第２章の章名を次のように改める。
第２章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する

協議会
第２条（見出しを含む。）中「国民健康保険運営協議会」
を「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に
改める。
第８条の２中「被保険者である世帯主及びその」を「世

帯主の」に、「第29条の７第１項」を「第29条の７第１項
第１号」に、「同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額」
を「国民健康保険法施行令第29条の７第１項第２号に規定
する後期高齢者支援金等賦課額」に、「同項に規定する介
護納付金賦課被保険者」を「国民健康保険法施行令第29条
の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者」に、
「同項に規定する介護納付金賦課額」を「国民健康保険法
施行令第29条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課
額」に改める。
第８条の３第１号及び第２号を次のように改める。
⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るも
のに限る。）の額から当該給付に係る一部負担金に
相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪
問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及
び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被
保険者に係るものに限る。）の額
イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第22条の規定
により読み替えられた法第75条の７第１項の国民健
康保険事業費納付金をいう。以下この条において同
じ。）の納付に要する費用（県が行う国民健康保険
の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保
険に関する特別会計において負担する高齢者医療確
保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期
高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確保法の規
定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金
等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第123
号）の規定による納付金（以下「介護納付金」とい
う。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の
額
ウ 法第81条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納
付に要する費用の額
エ 法第81条の２第９項第２号に規定する財政安定化
基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康
保険の事務の執行に要する費用を除く。）の額（退
職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額か
ら当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除し
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４ 次に掲げる施設の敷地（これらの用に供するものと決定した土地を含む。
）の周囲100メートル以内の区域（当該区域内に旅館業法（昭和23年法律
第138号）第３条第１項の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設
が所在する場合における当該区域を除く。）
ア 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校のうち幼
稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特
別支援学校及び高等専門学校

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認
定こども園

ウ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する保育所

月曜日の正午から金曜日の正午ま
での期間（この項の制限区域の欄
に掲げる施設の休業日の前日の正
午から当該休業日の翌日の正午ま
での期間及び国民の祝日に関する
法律（昭和23年法律第178号）に規
定する休日の前日の正午から当該
休日の翌日の正午までの期間を除
く。）



た額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別
療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養
費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康
保険の一般被保検者に係る国民健康保険事業費納付
金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する
特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び
病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する
費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に
係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
の額を除く。）

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75
条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険
事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保
険に関する特別会計において負担する後期高齢者支
援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に
要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおい
て同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定によ
り貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付
金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額

ウ 法第75条の２第１項の国民健康保険保険給付費等
交付金（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交
付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に
要する費用（法附則第22条の規定により読み替えら
れた法第70条第１項に規定する療養の給付等に要す
る費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の
額

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康
保険の事務の執行に要する費用を除く。）のための
収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えら
れた法第72条の３第１項の規定による繰入金及び国
民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の
療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を
除く。）の額

第12条第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前
の２箇年度の各年度」に改め、「数」の次に「等を勘案し
て算定した数」を加え、同項第３号ア中「初日」を「前年
度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め、「世帯の数」
の次に「等を勘案して算定した数」を加える。
第12条の６の２第１号及び第２号を次のように改める。
⑴ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付
に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計に
おいて負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援
金等の納付に要する費用に係る部分であつて、県が行
う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次
号において同じ。）

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75
条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限
る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金
（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に
係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康
保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）の
ための収入（法附則第９条第１項の規定により読み
替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金
を除く。）の額

第12条の６の５第１項第１号中「第32条の９」を「第32
条の９の２」に改め、同項第２号中「初日」を「前年度及
びその直前の２箇年度の各年度」に改め、「数」の次に
「等を勘案して算定した数」を加え、同項第３号ア中「初
日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め、
「属する世帯の数」の次に「等を勘案して算定した数」を
加える。
第12条の７第１号及び第２号を次のように改める。
⑴ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付
に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計に
おいて負担する介護納付金の納付に要する費用に充て
る部分に限る。次号において同じ。）
⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75
条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険
事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限
る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金
（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に
係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康
保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）の
ための収入（法附則第９条第１項の規定により読み
替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金
を除く。）の額

第12条の11第１項第２号中「初日」を「前年度及びその
直前の２箇年度の各年度」に改め、「数」の次に「等を勘
案して算定した数」を加える。
第16条第１項第２号中「27万円」を「27万５千円」に改
め、同項第３号中「49万円」を「50万円」に改める。
第21条の３第２項中「届出は」を「届出に当たり」に、
「を提示して行わなければ」を「の提示を求められた場合
においては、これを提示しなければ」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例による改正後の奈良市国民健康保険条例第５
章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について
適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、
なお従前の例による。
（奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
３ 奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和27年奈良
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市条例第30号）の一部を次のように改正する。
別表第１国民健康保険運営協議会の委員の項中「国民

健康保険運営協議会」を「市町村の国民健康保険事業の
運営に関する協議会」に改める。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第32号

奈良市介護保険条例の一部を改正する条例
奈良市介護保険条例（平成12年奈良市条例第13号）の一
部を次のように改正する。
第４条第１項中「平成27年度から平成29年度」を「平成
30年度から平成32年度」に改め、同項第１号中「29,500
円」を「35,100円」に改め、同項第２号及び第３号中「41,
400円」を「49,100円」に改め、同項第４号中「53,200円」
を「63,100円」に改め、同項第５号中「59,100円」を「70,
100円」に改め、同項第６号ア中「いう。）」の次に「（租税
特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若し
くは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の
３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項又は第36条の
規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38
条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。
以下この項において同じ。）」を加え、同号イ中「68,000
円」を「80,600円」に改め、同項第７号ア中「190万円」
を「200万円」に改め、同号イ中「73,900円」を「87,700
円」に改め、同項第８号ア中「290万円」を「300万円」に
改め、同号イ中「88,600円」を「105,200円」に改め、同
項第９号イ中「100,400円」を「119,200円」に改め、同項
第10号イ中「106,400円」を「126,200円」に改め、同項第
11号イ中「112,300円」を「133,200円」に改め、同項第12
号イ中「124,100円」を「147,300円」に改め、同項第13号
中「135,900円」を「161,300円」に改め、同条第２項中「
平成27年度から平成29年度」を「平成30年度から平成32年
度」に、「26,600円」を「31,600円」に改める。
第16条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。
附則第６条中「（昭和32年法律第26号）」を削る。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、
第16条の改正規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この条例による改正後の奈良市介護保険条例第４条の
規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度
以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条
例をここに公布する。

平成30年３月30日
奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市条例第33号
奈良市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す
る条例

奈良市後期高齢者医療に関する条例（平成20年奈良市条
例第15号）の一部を次のように改正する。
第３条第２号中「第55条第１項」の次に「（法第55条の

２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「同項」
を「法第55条第１項」に改め、同条第３号中「第55条第２
項第１号」の次に「（法第55条の２第２項において準用す
る場合を含む。）」を加え、同条第４号中「第55条第２項第
２号」の次に「（法第55条の２第２項において準用する場
合を含む。）」を加え、「行った同号」を「行った法第55条
第２項第２号」に改め、同条に次の１号を加える。
⑸ 法第55条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者
であって、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）
第116条の２第１項及び第２項の規定の適用を受け、
これらの規定により市内に住所を有するものとみなさ
れた国民健康保険の被保険者であった被保険者
附則中第２条を削り、第３条を第２条とする。

附 則
この条例は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市観光自動車駐車場条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第34号

奈良市観光自動車駐車場条例の一部を改正する条例
奈良市観光自動車駐車場条例（平成12年奈良市条例第17
号）の一部を次のように改正する。
別表第１奈良市転害門前観光駐車場の項中「午後８時」
を「午後11時」に改める。

附 則
この条例は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する
条例を改正する条例をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第35号

奈良市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正
する条例

（奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和59年奈
良市条例第６号）の一部を次のように改正する。
第８条第５項第２号中「第８条第３項」を「第８条第
１項第５号」に改める。
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附則第８項中「100分の87」を「100分の83.7」に改め
る。
（奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する
条例の一部改正）
第２条 奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を改正
する条例（平成18年奈良市条例第16号）の一部を次のよ
うに改正する。
附則第２条第１項中「公務」を「通勤による傷病以外

の公務」に、「100分の87」を「100分の83.7」に、「104
分の87」を「104分の83.7」に改める。
附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成30年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第36号

奈良市税条例の一部を改正する条例
奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）の一部を次
のように改正する。
第60条第７項中「第10条の２の10」を「第10条の２の12
」に改める。
附則第10条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に
改め、同条第３項を削り、同条第４項中「法附則第15条第
２項第７号」を「法附則第15条第２項第６号」に改め、同
項を同条第３項とし、同条第５項中「３分の２」を「４分
の３」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第６項を第
５項とし、第７項から第９項までを１項ずつ繰り上げ、同
条第10項中「法附則第15条の８第４項」を「法附則第15条
の８第２項」に改め、同項を同条第９項とする。
附則第11条の見出し中「平成27年度から平成29年度まで
」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第６
号中「にあつては」を「には」に改める。
附則第11条の２の見出し中「平成28年度又は平成29年度
」を「平成31年度又は平成32年度」に改め、同条第１項中
「平成28年度分又は平成29年度分」を「平成31年度分又は
平成32年度分」に改め、同条第２項中「平成28年度適用土
地」を「平成31年度適用土地」に、「平成28年度類似適用
土地」を「平成31年度類似適用土地」に、「平成29年度分」
を「平成32年度分」に改める。
附則第12条の前の見出し及び同条第１項中「平成27年度
から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで
」に改め、同条第２項及び第３項中「平成27年度から平成
29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、
「にあつては」を「には」に改め、同条第４項中「平成27
年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度
まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税
の課税標準額」に改め、同条第５項中「平成27年度から平
成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改
める。

附則第12条の２中「（平成27年法律第２号）附則第18条
第１項」を「（平成30年法律第３号）附則第22条第１項」
に、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度か
ら平成32年度まで」に改める。
附則第13条（見出しを含む。）中「平成27年度から平成

29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め
る。
附則第15条第１項中「平成27年度から平成29年度まで」
を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第２項
中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から
平成32年度まで」に、「にあつては」を「には」に改める。
附則第19条第１項中「平成27年度から平成29年度まで」
を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第２項
中「平成30年３月31日」を「平成33年３月31日」に改める。
附則第29条の前の見出し及び同条第１項中「平成27年度
から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで
」に改め、同条第２項及び第３項中「平成27年度から平成
29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、
「にあつては」を「には」に改め、同条第４項及び第５項
中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から
平成32年度まで」に改める。
附則第29条の２中「（平成27年法律第２号）附則第18条
第１項」を「（平成30年法律第３号）附則第22条第１項」
に、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度か
ら平成32年度まで」に改める。
附則第30条（見出しを含む。）中「平成27年度から平成

29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め
る。
附則第32条第１項中「平成27年度から平成29年度まで」
を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第２項
中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から
平成32年度まで」に、「にあつては」を「には」に改める。
附則第35条中「第17項」の次に「、第18項、第20項」を
加える。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行する。
（固定資産税に関する経過措置）
第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改
正後の奈良市税条例（以下「新条例」という。）の規定
中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分
の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定
資産税については、なお従前の例による。
２ 平成28年４月１日から平成30年３月31日までの間に取
得された地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法
律第３号。以下「改正法」という。）第１条の規定によ
る改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。以下「旧
法」という。）附則第15条第２項第１号から第３号まで
及び第７号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資
産税については、なお従前の例による。
３ 平成28年４月１日から平成30年３月31日までの間に新
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たに取得された旧法附則第15条第32項第１号イに掲げる
特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資
産税については、なお従前の例による。
４ 新条例附則第10条の２第１項の規定は、平成30年４月
１日以後に取得される改正法第１条の規定による改正後
の地方税法（以下「新法」という。）附則第15条第２項
第１号に掲げる施設又は設備に対して課すべき平成31年
度以後の年度分の固定資産税について適用する。
５ 新条例附則第10条の２第４項の規定は、平成30年４月
１日以後に取得される新法附則第15条第８項に規定する
施設に対して課すべき平成31年度以後の年度分の固定資
産税について適用する。
（都市計画税に関する経過措置）
第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都
市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都
市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画
税については、なお従前の例による。

（平成30年３月31日掲示済）
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